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本市では、厳しい財政状況の中、民間保育所の持つ柔軟性や効率性を活かし
て、保育の質を確保しながら、多様な保育ニーズに迅速かつ効率的に対応して
いくことなどを目的に、平成16年度から令和６年度までに、68園の市立保育所
の民間移管を実施しました。

平成26年９月には、「市立保育所のあり方」に関する基本方針を示し、ネッ
トワーク事務局園54園を指定して、それ以外の市立保育所を移管等の対象とし
て検討することとしました。

基本方針を踏まえ、移管等対象園32園の事業計画を策定し、平成27年２月に
公表しました。

事業開始（平成16年度）から３年ごとに、これまで６回の事業検証を行い、
手法やスケジュールの見直しなど検証結果を活かしながら事業を進めてきまし
た。

今回の検証では、令和２～６年度移管分（17園）について検証するとともに、
事業開始からこれまでの振り返りを行いました。
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１ 趣旨



２ 民間移管事業概要

（１）事業目的
ア 民間保育所のもつ柔軟性や効率性を活かして、保育の質を確保しながら、

多様な保育ニーズに迅速かつ効率的に対応する
イ 民間の力の活用による保育所の施設整備を通じて、保育環境の改善、地

域子育て支援の充実に向けた取組を推進する
（２）事業計画及び実績

 平成16年度から令和６年度までに、計68園の移管を実施しました。
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平成16～26年度 ３年ごとに事業検証を実施し、その結果を踏まえて事業計画を策定
計38園を移管

平成26年９月 「市立保育所のあり方」に関する基本方針・ネットワーク事務局園
（54園）を公表

平成27年２月 民間移管事業計画（32園）を公表
平成27～令和６年度 これまでの手法(＊)による移管が難しい２園を除く30園を移管

(＊)   土地：無償貸付 建物：有償譲渡



3 検証の内容・方法

（１）令和２～６年度移管分（17園）の振り返り
ア 移管園関係者へのアンケートの実施

(ァ) 保護者
(ィ) 移管先法人

        (ゥ) 引継ぎ・共同保育時に移管園に勤務していた市立保育所職員
イ 法人選考委員による実地調査、施設長へのヒアリング

  
（２）事業開始（平成16年度）からこれまでの振り返り

ア 移管後の運営状況等の確認
イ 法人選考委員による振り返り
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４ 令和２～６年度移管の振り返り

（１）保護者へのアンケート
実施時期：移管後１年～１年６か月後
対象：令和２～６年度移管園在園児の全保護者

（1,145世帯）
回答数：510世帯（回収率 44.5 ％）

ア 総合満足度
「満足」「どちらかといえば満足」

⇒ 92.2％（前回（令和２年度実施）86.3%）
イ 移管の進め方に関する評価で「ちょうどよい」と回答

・移管公表から移管までの期間（２年６か月）：80.1%（前回74.1%）
・引継ぎの期間（１年間）：77.7%（前回73.2%）
・共同保育の期間（３か月）：60.7%（前回60.7%）

※小数点第2位を四捨五入しているため
合計が100%となりません。
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（２）移管先法人へのアンケート
実施時期：移管翌年度の６～７月
対象：令和２～６年度移管園（17園）の移管先法人

     主な意見
・移管の進め方やアフターフォローについて

「ちょうどよい」「適当である」と回答した法人：約７割
・引継ぎ（１年間）・共同保育（１月～３月の３か月間）について

「期間はちょうどよいが、年度途中の職員採用や人事異動が難しい」
・施設長、主任保育士の勤務の継続について（原則３年以上）

「安定した保育や、こども・保護者の安心のためには必要」
               「園長と主任保育士が同時に交代とならないようにした方がよい」

・移管時の施設設備について
「移管直後に修理を要した」「広さや配置に使いにくさを感じる」

４ 令和２～６年度移管の振り返り

6



（３）市立保育所職員へのアンケートでの主な意見
・市立と移管先法人の互いの保育を認め合う学びの場となった
・市立と移管先法人の職員間の話し合いの時間を作ることが大切
・コロナ禍で行事の引継ぎが難しかった
・アフターフォロー（移管後の市立保育所職員の訪問）は、こどもや保護者の

対応、園運営や行事の方法について具体的に伝える良い機会となった
・保育士の移管後訪問は年２回だったが、臨機応変に対応できるともっとよい

（４）法人選考委員による実地調査、施設長へのヒアリングでの主な意見
・市立保育所の保育を引き継ぎながら、少しずつ法人の保育を加えている
・園庭開放や育児講座など地域の子育て支援にも力を入れている
・職員間の保育理念の共有など移管後の保育を作り上げることに苦労している

様子がうかがえた
・移管園同士が相談・意見交換できる交流の機会があるとよい

４ 令和２～６年度移管の振り返り
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（５）新型コロナウイルス感染症流行下での移管
令和２～４年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、

保護者説明（説明会、既移管園訪問）、三者協議会等の一部を中止、書面開催
  またはオンライン開催に変更するなど、状況に合わせて対応しました。

  法人選考や引継ぎ・共同保育は、感染症拡大防止策を行いながら、おおむね
予定通り行いました。

  また、アフターフォローの市職員による移管園訪問は、緊急事態宣言発令
  期間中を避けて行いました。

４ 令和２～６年度移管の振り返り
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5 事業開始（平成16年度）からこれまでの振り返り

（１）移管後の運営状況等の確認
多様な保育ニーズへの対応

ア 開所時間の延長、土曜給食の提供
既移管園68園全園で実施

イ 一時保育
               51園で実施（移管後３年以内を目途に実施）

ウ その他 民間法人ならではの取組
お泊り保育・バス遠足等行事の導入、障害児通所支援事業開始等

（２）移管後の保育環境改善等（令和７年度末時点）
ア 老朽改築事業等の実績：36件（建替えまたは増築）
イ 中規模修繕事業の実績：96件（上限500万円の2/3補助事業）

                 トイレ改修、空調改修、厨房設備改修、床・壁紙の張替え等
ウ その他：部分的な改修、備品の更新等園ごとに柔軟に対応
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５ 事業開始（平成16年度）からこれまでの振り返り

（３）運営の効率化（令和８年度末見込み）

（４）法人選考委員による振り返りでの主な意見
・選考方法や選考基準は、毎年度見直しをしながら進めてきた。今後も社会

情勢に合わせてアップデートすることが必要

・現在のように、保護者が入園前に移管を知っている状況であるとよい

・移管先法人が職員確保しやすいよう、採用時期等を考慮した選考スジュ
               ールが組めるとよい
 ・移管後のサポート体制も重要。移管した園のネットワークをつくり、互い
         に助け合える関係づくりができる場があるとよいと思う

移管68園の単年度縮減額の合計 累計（縮減額×経過年数の合計）

保育所運営経費
縮減額 約13億9,700万円（縮減率17％） 約184億8,200万円
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５ 事業開始（平成16年度）からこれまでの振り返り

（５）これまでの手法による移管等が難しい２園について
現計画の移管等対象園である菊名保育園（港北区）・公田保育園（栄区）

は、法人単独の判断で建替えや大規模修繕を実施することができず、これま
での手法による移管が難しいため、令和３年９月に、移管時期を延期するこ
ととしました。

その後も建替え等に関する課題は解消されておらず、移転や運営委託等、
従来とは異なる手法について検討してきましたが、いずれの手法においても
移管等による効果が見込めないため、当面の間、市立保育所として運営を継
続します。

菊名保育園
（港北区）

合築施設であることから、施設全体での対応が必要であり、法人単独の判断
で保育所部分のみの建替え等を実施することができない状況

公田保育園
（栄区）

園舎が立地している団地全体で建築基準法の基準に適合する必要があり、法
人単独の判断で建替え等を実施することができない状況
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１ 市立保育所の今後の方向性
(1) ネットワーク事業を継続し、保育の質向上と子育て支援を推進
(2) 行政機関として中立・公益的立場から民間保育所等の『つなぎ役』を担う
(3) 専門性を生かし、障害児保育や養育支援のセーフティネット機能を発揮

２ 市立保育所の果たすべき役割・機能
(1) 研修や交流を通じた保育資源全体の質の維持・向上
(2) 育児相談・講座等による地域の子育て支援の推進
(3) 児童虐待対応、障害児保育等を通じた保育のセーフティネット機能
(4) 幼・保・小連携を進め、教育と保育を総合的・継続的に提供

３ ネットワーク事務局園の指定
市立保育所が、保育資源間の連携を推進するとともに、地域のセーフティネット

の役割を果たすため、54 園の市立保育所を「ネットワーク事務局園」に指定
・保育資源間の連携を強化し、保育資源全体の保育の質の向上を推進するため、

ネットワーク事務局園に、「ネットワーク専任保育士」の配置を検討
・「ネットワーク事務局園」以外の市立保育所については、民間移管等の対象

として検討

■参考：市立保育所のあり方に関する基本方針（平成26年9月）
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年度 園数 移管等対象園

平成26～28年度 ６園
26年度移管済：生麦（鶴見）、高田（港北）
27年度移管予定（公表済）：笹下（港南）、中尾（旭）
28年度移管予定（公表済）：保土ケ谷（保土ケ谷）、箕輪（港北）

平成29～31年度
(平成29～令和元年度) 10園

29年度移管予定（公表済）：港南台（港南）、若葉台（旭）
菅田（神奈川）、上永谷西（港南）、川島（保土ケ谷）、杉田（磯子）、
並木第二（金沢）、荏田西（青葉）、上郷（栄）、下瀬谷（瀬谷）

平成32～34年度
(令和２～4年度) 12園

清水ケ丘、三春台（南）、笹下南、野庭（港南）、川井宿、白根（旭）、
滝頭（磯子）、竹山（緑）、荏田西（青葉）、茅ケ崎（都筑）、
俣野（戸塚）、細谷戸（瀬谷）

平成35～36年度
(令和５～６年度) ６園 上大岡東（港南）、向台（保土ケ谷）、釜利谷（金沢）、菊名（港北）、

舞岡（戸塚）、公田（栄）

■参考：市立保育所民間移管 事業計画（平成27年２月）

■事業計画（平成27年2月） ※園名は市立園時の名称、平成30年度以降の園名は行政区順
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